
　

の
ほ
か
に
本
人
確
認
が
で
き
る

　

書
類（
免
許
証
な
ど
）が
必
要
で
す
。

【
給
与
・
年
金
所
得
の
あ
る
方
】

・
源
泉
徴
収
票

【
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当

所
得
の
あ
る
方
】

・
収
支
内
訳
の
明
細
が
分
か
る
も

　

の（
会
計
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
）

【
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
】

・
売
買
契
約
書

・
譲
渡
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の

　

領
収
証

【
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
】

・
医
療
費
の
領
収
証

・
保
険
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、

　

そ
の
金
額
が
分
か
る
書
類

【
所
得
控
除
を
受
け
る
方
】

・
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の

　

控
除
証
明
書
な
ど

・
障
害
者
手
帳
、
介
護
保
険
証
、

　

療
育
手
帳
な
ど

【
住
宅
借
入
金
等
控
除
を
受
け
る
方
】

・
登
記
事
項
証
明
書

・
工
事
請
負
契
約
書

・
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金

　

の
年
末
残
高
証
明
書

◆
農
家
の
皆
さ
ん
へ

　

平
成
28
年
分
農
業
経
営
状
況
調

査
票（
集
落
農
政
推
進
協
議
会
長

か
ら
配
布
さ
れ
た
も
の
）に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
お
持
ち
い
た
だ

く
と
、
申
告
相
談
に
か
か
る
時
間

が
短
縮
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◆
注
意
点

・
税
務
署
か
ら
の
申
告
関
係
書
類

　

の
送
付
は
今
年
か
ら
な
く
な
り

　

ま
す
。

・
役
場
で
は
青
色
申
告
や
消
費
税
申

　

告
の
方
の
受
け
付
け
は
行
っ
て
い

　

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
申
告
に
は
世
帯
の
生
計
の
内
容

　

な
ど
が
分
か
る
方
が
お
越
し
く

　

だ
さ
い
。

・
月
曜
日
や
地
区
指
定
の
な
い
日
、

　

ま
た
相
談
期
間
の
終
盤
は
大
変

　

混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た

　

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
午
前

　

中
の
方
が
込
み
合
う
傾
向
に
あ

　

り
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
申
告
を
し
な
い
と
所
得
証
明
書

　

が
発
行
で
き
な
い
な
ど
、
各
種

　

行
政
手
続
き
に
影
響
が
で
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点

　

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課

☎
７
２
︲
６
９
３
２

◎
所
得
が
な
い
方
も
申
告
を

　

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
・

介
護
保
険
で
は
、
所
得
の
少
な

い
方
を
対
象
に
、
保
険
税（
料
）

や
高
額
療
養
費
自
己
負
担
額
の

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に

は
、
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
所

得
申
告
が
必
要
で
す
。

　

税
法
上
の
申
告
義
務
が
な
い

方（
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
な
ど

を
受
給
し
て
い
る
方
や
所
得
の

な
い
方
）で
も
、
所
得
の
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
申
告
が
必
要
な
方
の
例

・
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
の
み

　

受
給
し
て
い
る
方

・
無
収
入
の
方（
１
年
間
ま
っ

　

た
く
収
入
が
な
か
っ
た
方
）

※
確
定
申
告
を
し
て
い
る
方
や

　

障
害
年
金
・
遺
族
年
金
以
外

　

の
公
的
年
金
の
み
を
受
給
し

　

て
い
る
方
は
、
申
告
の
必
要

　

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
】

問
町
民
生
活
課

☎
７
２
︲
６
９
３
３

【
介
護
保
険
】

問
健
康
福
祉
課

☎
７
２
︲
６
９
３
４

郡山税務署からのお知らせ
◎申告書の便利な作成方法
　所得税、消費税および贈与税の確定申告書の作成に当たっては、国税庁ウェブサイトの「確定申告
書等作成コーナー」が便利です（確定申告期間中は24時間利用可能）。
　作成コーナーで申告書を作成することで、自動計算機能により計算誤りが防止できること、また紙
に印刷し郵送などで提出することができることから、申告書作成会場に出向く必要がないなど、皆さ
んのご負担を軽減することができますので、ぜひ国税庁ウェブサイト（https://www.nta.go.jp）の「確
定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

◎確定申告書作成会場について
◆開設場所　南東北総合卸センター（郡山市喜久田町卸1-1-1）
◆開設期間　２月13日㊊から３月15日㊌まで（土日を除く）
◆開設時間　午前９時30分から午後４時まで
※開設期間が２月13日からとなりますのでご注意ください。
※郡山税務署内には、開設期間前を含め、確定申告書の作成会場は設置していません。
問郡山税務署　☎024-932-2041

国保・後期高齢者医療・介護保険からのお知らせ
未申告のままでは軽減措置が受けられません！
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